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がまごおり「みらいキャンバス」基本計画等策定支援業務に係る公募型 

プロポーザル実施要領 

 

がまごおり「みらいキャンバス」基本計画等策定支援業務の内容並びに同業務に係る

公募型プロポーザルの各種手続、要件及び審査等の内容については、次のとおりとす

る。 

 

第１ 業務の目的 

蒲郡市は、がまごおり「みらいキャンバス」基本構想（令和６年６月策定、以下「基本構

想」という。）において、蒲郡市公共施設マネジメント実施計画で定められた全市利用型

施設におけるリーディングプロジェクトの推進のための基本的な理念や施設コンセプ

ト、施設概要等を示した。 

本業務については、基本構想の実現に向け、施設整備に関する基本的な考え方やそ

の機能(諸室・設備等）の方向性の整理、管理運営に係る方針の整理、プロジェクトを進

める上での事業手法の検討等について定める基本計画(案)を策定するにあたり支援

を行うことを目的とする。 

 

第２ 業務の概要 

1 業務名 

  がまごおり「みらいキャンバス」基本計画等策定支援業務 

２ 業務内容 

  がまごおり「みらいキャンバス」基本計画等策定支援業務委託仕様書（案）の 

とおり 

３ 業務期間 

  契約締結日から令和７年７月３１日（木）まで 

４ 契約方法 

  公募型プロポーザル方式による随意契約 

５ 契約上限金額 

  金3８,２00,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）  

 

第３ 担当部局 

〒４４３－８６０１ 蒲郡市旭町１７番１号 

蒲郡市教育委員会教育政策課 みらいキャンバス係 

TEL  ０５３３－６６－１２１9 

FAX  ０５３３－６６－１１８4 

電子メール kyoiku@city.gamagori.lg.jp 
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第４ 参加資格要件 

   申込時において、以下に掲げる要件をすべて満たしていること。 

   なお、申込において提出された書類の記載事項に虚偽があった場合は、直ちに参

加資格を失うものとする。 

  １ 平成2６年度以降に、元請・下請を問わず、国又は地方公共団体等が発注する図

書館又はホール施設のいずれかを含んだ複合機能を有する公共施設の整備に関

する業務（基本計画の策定業務、あるいは基本設計又は実施設計に関する支援業

務）に類する契約を履行した実績を有すること。 

  ２ 平成2６年度以降に、元請・下請を問わず、国又は地方公共団体等が発注する官

民連携事業調査に関する業務（官民連携事業手法検討やサウンディング型市場調

査実施支援などを含むものに限る。）を履行した実績を有すること。 

  ３ 平成2６年度以降に、元請・下請を問わず、国又は地方公共団体等が発注する市

民共創の推進に係る企画・運営に関する業務（市民や団体、事業者、大学等多様

な主体が参画し、地域の課題解決や新たな魅力、地域の価値を共に創出するため

のプラットフォームの構築や企画・運営などの業務、又はワークショップ等とこれら

に類する業務。）を履行した実績を有すること。 

  ４ 業務を推進する体制において、下記に示した業務等に精通し、十分な知識と経験

を有する者を配置し、円滑な業務執行に努めること。 

   ⑴ 上記１に係る業務に携わった実績を有し、企画・立案及び業務進捗管理等の統

括を担うことができる者（統括責任者）。 

   ⑵ 多様な機能が複合する公共施設における施設計画の策定のため、建築的な視

点で計画を立案・検証が実行できる者。 

   ⑶ 本施設が情報のハブ拠点を担い、施設内外の多様な生涯学習活動の促進に

寄与する情報環境基盤の構築等に関する企画・立案ができる者。 

  ５ 蒲郡市入札参加資格者名簿に登録されている又は登録の手続き中であること。 

  ６ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

  ７ 公募の日から契約締結日までのいずれの日においても、本市契約に係る指名停

止の措置を受けていない者であること。 

  ８ 「蒲郡市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２３年４

月１日付け蒲郡市長・蒲郡警察署長締結）に基づく排除措置を受けていない者で

あること。 

  ９ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法

にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態

が著しく不健全である者でないこと。 

 １０ 相互に資本関係又は人的関係にある者が本プロポーザルに参加していないこ

と。 
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 11 複数の者がチームを結成し、参加する場合の取扱いは、次のとおりとする。 

   ⑴ 代表となる者を決定し、チームとして上記１から４までの要件を満たしているこ

と。 

   ⑵ 共同企業体（ＪＶ）としての参加は認めない。 

   ⑶ チームの代表となる者が上記５及び１０までの要件を満たしていること。 

   ⑷ チームに参加するすべての者が上記6から１０までの要件をすべて満たしてい

ること。 

 

第５ 選考スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりである。なお、各実施内容に

おける詳細事項等については、第６以降の内容を確認すること。 

実施内容 実施期間  

実施要領等の公表日 
及び実施要領等配布期間 令和６年６月２６日（水）～令和６年７月２６日（金） 

事業予定地の現地確認 令和６年７月３日（水）～令和６年７月１２日（金） 

質疑応答書の提出 令和６年７月３日（水）～令和６年７月１２日（金） 

質疑応答に対する回答 令和６年７月１９日（金） 

参加表明書の提出 令和６年７月２２日（月）～令和６年７月２６日（金） 

参加資格要件確認結果通知 
及び提案書提出要請 令和６年７月３１日（水） 

提案書の提出 令和６年８月５日（月）～令和６年９月６日（金） 

プレゼンテーション（選考会） 令和６年９月１３日（金） 

提案書審査結果の通知 令和６年９月１８日（水） 

契約締結（予定） 令和６年９月３０日（月） 

 

第６ プロポーザル実施要領等の配布期間 

  １ 配布期間 

令和６年６月２６日（水） から 令和６年７月２６日（金） 午後３時まで 

  ２ 配布方法 

蒲郡市のホームページ（教育政策課のページ）からダウンロードする。 

※原本の配布はしない。 

 

第７ 事業予定地の現地確認・立会い 

本プロポーザルの実施にあたり、事業予定地の確認を次のとおり実施する。 
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  １ 実施期間 

    令和６年７月３日（水） から 令和６年７月１２日（金） 

  ２ 実施場所 

    蒲郡市宝町の一部（参照：基本構想３９ページ） 

  ３ 届出書の提出 

⑴ 現地確認を希望する者は、事前に現地確認希望届出書（様式１）を担当部局へ

メールで提出すること。 

⑵ 届出書の様式に従い、希望者の概要（参加資格要件確認用）、希望の日程候補

等の必要事項を全て記載すること。 

⑶ 提出締切は、令和６年７月９日（火）までとする。 

但し、日程候補に記載したもっとも近い期日の３営業日前（土日祝は除く）まで

に提出すること。 

 （例①）日程候補：令和６年７月３日（水） 提出締切：令和６年６月２８日（金） 

 （例②）日程候補：令和６年７月１１日（木） 提出締切：令和６年７月８日（月） 

⑷ 届出の提出後、担当部局よりメールで通知された実施日程で、現地確認を実

施する。 

  ５ 実施方法 

⑴ メール通知で指定された集合場所で市担当と合流し、担当者立会いのもと、事

業予定地及び周辺環境の確認を実施する。 

⑵ 所要時間については、希望者につき３０～４５分程度とする。ただし、日程の都

合上、複数の希望者が同時に立会い確認をすることがある。 

  ６ 留意事項 

⑴ 現地確認については任意であり、本プロポーザルの参加要件及び審査対象に

は該当しない。 

⑵ メールの件名は、「【送付】「みらいキャンバス」 現地確認希望届出(事業者名 

担当者氏名)」とする。 

⑶ 届出に記載の全ての日程候補において、現地確認・立会いが実施できない場

合があることを了承すること。その場合は、市担当者から連絡を受け、日程の再

調整をすること。ただし、日程の都合上、日程調整ができない場合は実施しない

ことがある。 

  また、届出に記載の希望者の概要から参加資格要件に相当しないと判断される

場合は、現地確認・立会いを実施しない場合があることを了承すること。 

⑷ 現地確認・立会いの際は、担当者の指示に従い行動すること。 

⑸ 立会い時での質疑応答の内容は、市担当部局のホームページで公開する。 

公開日：令和６年７月１９日（金） 

 

第８ 質問及び回答 

本プロポーザルの実施要領や業務仕様書（案）、手続きに関して質問がある場合

は、次に定めるところにより質疑応答書（様式２）により質問すること。 
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１ 提出期間 

令和６年７月３日（水） から 令和６年７月１２日（金） 午後３時まで 

２ 提出場所 

第３ 担当部局と同じ。 

３ 提出方法 

担当部局のメールアドレスに電子メールで送付する。 

４ 回答方法 

令和６年７月１９日（金）に、質問提出者名を伏せ、蒲郡市公式ホームページ上に当

該回答内容を掲載する。 

５ 留意事項 

 ⑴ 電子メール送信後、担当部局に到着していることを必ず確認すること。 

 ⑵ 提出された質問に関し、質問の意図を確認するため担当部局から質問提出者

へ問い合わせをする場合がある。 

 ⑶ 質問への回答は、提出された質問事項を取りまとめ、質問提出者名を伏せ、質

問者全員に送付する。 

 ⑷ 本プロポーザルの執行に関し担当部局が不適切と判断した質問については、回

答しない。 

 

第９ 参加表明手続 

  １ 参加表明書の提出 

参加希望者は、次のとおり参加表明書等を提出しなければならない。 

なお、期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと

認められた者は、このプロポーザルに参加することができない。参加希望者（複数

の者がチームを結成し参加する場合においては、チームに参加するすべての者を

含む）は、参加表明書等を提出することにより、第４に定める参加資格要件を満たし

ていることを誓約したものとする。 

⑴ 提出書類 

・ 参加表明書（様式３） 

・ 業務実績書（様式４）  

※様式４において、「第４ 参加資格要件１から３」の業務実績等を整理し、報

告すること 

・ 参加資格要件４に係る届出書（様式５） 

※様式５において、「第４ 参加資格要件４」に該当する者の経歴等を整理し、

報告すること 

・ 会社概要の分かるもの（様式は任意） 

・ 複数の者がチームを結成し参加する場合においては、参加する者の一覧 

（様式は任意） 

⑵ 提出期間 

令和６年７月２２日（月） から 令和６年７月２６日（金） 午後３時（必着）まで 
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⑶ 提出場所 

第３ 担当部局と同じ。 

⑷ 提出方法 

電子メール、持参、郵送（書留郵便に限る。）とする。 

⑸ 留意事項 

電子メールで書類の提出を行った場合は、提出期限までに担当部局に到着し

ていることを必ず確認すること。 

  ２ 参加資格の確認等 

⑴ 参加資格要件の確認及び提案書提出の要請 

第４に定める参加資格要件に該当するか確認を行い、令和６年７月３１日（水）

に次に掲げる事項を記載した確認結果通知書を通知する。併せて、参加資格要

件を有する者に、提案書の提出を要請する。 

ア 参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び提案書の提

出を要請する旨 

イ 参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びその理由

並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨 

⑵ 参加資格を有しないと認めた者は、その理由について、次のとおり書面（様式

は任意）により市長に対し説明を求めることができる。 

ア 提出期間 

令和６年８月６日（火）までの休日を除く午前９時から午後５時まで 

イ 提出場所 

第３ 担当部局と同じ。 

ウ 提出方法 

持参によること。（郵送、ファックス又は電子メールによるものは受け付けな

い。） 

⑶ 市長は、上記⑵の説明を求められたときは、令和６年８月１３日（火）までに説明

を求めた者に対し理由説明書を通知する。 

 

第１０ 提案書の作成要領 

提案書の提出を要請された者（以下「提案者」という。）は、次に定めるところにより

提案書類を作成し、提出するものとする。 

  １ 提出書類 

・ 提案提出書（様式６） 

・ 企画書（様式は任意） 

・ 提案価格書（様式７） 

  ２ 提案内容 

企画書及び提案価格書には、次の事項について記載すること。 

⑴ 会社概要 

会社の概要及び多機能を有する施設の基本計画の策定等、本業務に類する
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業務の実績について、成果を含めて記載すること。 

   ⑵ 業務実施方針 

    ア 本業務の遂行にあたり、提案者の業務執行体制について、担当者の人数と

各担当者の経験年数・保有資格・本業務に類する業務の実績及び担当業務を

含めて記載すること。特に、第４参加要件４⑴、⑵及び⑶で示した者の実績・経

歴等が分かるように整理すること。 

      複数の者がチームを結成し参加する場合においては、チームに参加するすべ

ての者の業務の実績及び担当業務についても記載すること。 

    イ 本業務を実施する上で特に重要視する事項を含めた実施方針について、記

載すること。 

    ウ 本業務におけるスケジュール表を作成し、年や月を区切ったうえで、各業務

の実施時期について、記載すること。 

   ⑶ 業務提案 

    ア 基本計画における施設計画及び敷地計画（業務仕様書５⑴ア②・③参照）の

検討手法・整理方法について、考え方を提案すること。 

    イ 管理運営についての方針（業務仕様書５⑴ア➃参照）の検討手法・整理方法

について、考え方を提案すること。 

    ウ 事業手法の検討方法について、民間活力導入可能性に関する調査の手法を

含めて、考え方を提案すること。 

    エ 基本構想にて、みらいキャンバス施設は、「共創」を基本理念に定めている。

市民と共創し、プロジェクトを推進する手法や進め方等について、考え方を提

案すること。 

    オ 追加提案として本市にとって有益なものがあれば、具体的な内容を提案する

こと。 

   ⑷ 提案価格書 

     業務に係る事業費積算内訳を明記したうえで、消費税及び地方消費税相当額

を含む金額を記載すること。 

３ 作成上の注意事項 

 ⑴ 企画書は会社概要及び業務実施方針をＡ３版用紙上限３ページ以内、業務提

案をＡ３版用紙上限３ページ以内で作成し、上記の順に記載すること。 

 ⑵ 提案価格内で実現できることを記載すること。 

 ⑶ 提案価格は契約上限金額を超えてはならない。 

 ⑷ 企画書の内容は、説明をしなくても企画書を読んで理解できる内容とし、明確

かつ定量的、具体的に記述すること。 

 ⑸ 一般的でない専門用語や造語、略語を用いる場合は、必要に応じて説明を付

記するなどの配慮を行うこと。 

 ⑹ 説明は文書をもって行い、図表等はその補助として用いること。図のみの説明

は認めない。 

 ⑺ 用紙の向き等は、Ａ４版用紙（提案提出書及び提案価格書）は縦置き、横書き



8 

 

（左綴じ）、Ａ３版用紙（企画書）は横置き、横書き（左綴じ）とし、フォントサイズは

１０．５ポイント以上とすること。ただし、図表等表現の都合上用紙の方向を一部

変更したり、記述方法を一部縦書きにしたりすることは差し支えない。 

 ⑻ 各用紙の綴じる側には、綴じ代として２センチメートル程度の余白を設け、Ａ３版

用紙はＡ４サイズに折り込むこと。 

４ 提出方法等 

 ⑴ 提出期限 

令和６年９月６日（金） 午後３時必着 

 ⑵ 提出場所 

第３ 担当部局と同じ。 

 ⑶ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。）とする。 

 ⑷ 提出部数 

印刷したもの８部（正本１部、副本７部）に加え、データ化（書面で提出したものを

ＰＤＦ化）したものを保存した記憶媒体（ＣＤ－Ｒ）を１部提出する。 

５ 提案書類の著作権等の取扱い 

 ⑴ 提案書類の著作権は、当該提案書等を作成した者に帰属するものとする。 

ただし、提案の審査や議会報告等に必要な場合には、提案者に承諾なく無償

で使用できるものとする。 

 ⑵ 市は、プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があると

きは、提出された提案書類の全部又は一部の複製等をすることができるものと

する。 

 ⑶ 市は、提案者から提出された提案書類について、蒲郡市情報公開条例（平成１０

年蒲郡市条例第１号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができ

るものとする。 

 

第１１ 失格事項 

次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。 

１ 参加資格要件を満たしていない場合 

２ 参加表明書の提出時点で蒲郡市入札参加資格者名簿へ登録手続き中であった

場合において、提案書の提出時点で蒲郡市入札参加資格者名簿への登録が完了

していない場合 

３ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

４ 実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項

等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

５ 契約上限金額を超える提案をした場合 

６ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

７ 選定委員に対し、当該選定に係る接触の事実が認められた場合 
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第１２ 提案書類の審査及び評価 

１ 選定委員会の設置 

提案書類の審査、評価及び受託候補者及び次点候補者（以下「受託候補者等」と

いう。）の特定を行うため、学識経験を有する者及び行政関係者で構成する、がまご

おり「みらいキャンバス」基本計画等策定支援業務プロポーザル方式業者選定委員

会（以下「選定委員会」という。）を設置する。 

２ プレゼンテーション等の実施 

選定委員会において、提案内容をより理解するため、提案書に係るプレゼンテー

ション及びヒアリングを次のとおり行う。 

 ⑴ 実施方法 

ア １者ずつの呼び込み方式とし、１者の持ち時間は説明２０分以内、質疑４０分以

内の計 60 分程度とする。 

イ 提案追加資料の配付は禁止するが、提出された提案書と同一の図案や写真

を用いたスライドの使用は可能とする。なお、スライドを使用する場合、大型モ

ニター等（プロジェクタ及びスクリーンの場合あり）に関しては本市で準備する

が、その他必要な機器は、プレゼンテーション参加者において用意すること。 

ウ プレゼンテーション等の説明者は、補助者を含めて７名までとする。 

エ 欠席をした場合は、提案書の審査、評価及び特定から除外する。 

 ⑵ 実施日及び場所 

令和６年９月１３日（金） 蒲郡市役所（蒲郡市旭町１７番１号） 

※時間等詳細については、別途通知する。 

３ 審査項目及び評価基準 

   提案書類及びプレゼンテーション等により、次の審査項目について、別紙１で示す

評価基準に基づき審査及び評価を行う。 

⑴ 会社概要 

⑵ 業務実施方針 

⑶ 業務提案 

⑷ 提案価格 

４ 受託候補者等の特定方法 

選定委員会において、上記３の審査及び評価を踏まえ、次の方法で受託候補者

等の特定を行う。 

⑴  受託候補者の特定 

各委員の採点に基づき各提案者に順位を付け、第１順位の最も多い提案者を

受託候補者として特定する。ただし、第１順位の最も多い提案者が２者以上いる

ときは、選定委員会において、各委員の採点結果を踏まえた上で、合議により受

託候補者を特定することとする。なお、選定委員会の審議により、当該業務の内

容に適合した履行の確保が見込めないと判断された場合には、受託候補者を特

定しないことができるものとする。 
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⑵ 次点候補者の特定 

各委員の採点に基づき各提案者に順位を付け、受託候補者を除いて第１順位

の最も多い提案者を次点候補者として特定する。ただし、受託候補者を除いて第

１順位の最も多い提案者が２者以上いるときは、選定委員会において、各委員の

採点結果を踏まえた上で、合議により次点候補者を特定することとする。なお、選

定委員会の審議により、当該業務の内容に適合した履行の確保が見込めないと

判断された場合には、次点候補者を特定しないことができるものとする。 

５ 審査結果の通知 

⑴ 受託候補者等を特定したときは、令和６年９月２０日（金）に提案者に対し、次の

事項を通知するものとする。 

ア 受託候補者名 

イ 受託候補者等にあっては、今後の契約手続の旨 

ウ 受託候補者とならなかった者にあっては、その理由及び所定の期限までに理

由について説明を求めることができる旨 

⑵ 受託候補者とならなかった者は、その理由について、次のとおり書面（様式は任

意）により市長に対し説明を求めることができる。 

ア 提出期間 

令和６年９月２５日（水）までの休日を除く午前９時から午後５時まで 

イ 提出場所 

第３ 担当部局と同じ。 

ウ 提出方法 

持参によること。（郵送、電子メール又はファクシミリによるものは受け付けな

い。） 

⑶ 市長は、上記⑵の説明を求められたときは、令和６年９月３０日（月）までに説明

を求めた者に対し理由説明書を通知する。 

６ 特定結果の公表 

受託候補者等と契約を締結したときは、次の事項を公表するものとする。 

⑴ 業務名 

⑵ 業務内容及び業務期間 

⑶ 受託者の名称及び所在地 

 

第１３ 契約に関する基本事項 

１ 契約の締結 

契約に当たっては、本市と受託候補者が業務委託仕様書（案）をもとに当該業務

の内容及び価格等について協議を行い、合意の上、随意契約の方法により契約を

締結する。ただし、受託候補者との協議が整わなかった場合は、次点候補者と協議

を行う。 

２ 契約保証金 

蒲郡市契約規則第２６条の規定による。 
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３ 契約書作成の要否 

要する。 

４ 支払条件 

業務完了後、完了払いとする。 

 

第１４ 参加の辞退 

本プロポーザルへの参加を表明した後、参加を辞退する場合は、遅滞なく辞退

届（様式８）を作成し、担当部局へ提出すること。 

 

第１５ その他 

１ 選考結果についての異議申し立ては、一切受け付けない。 

２ 本プロポーザルへの参加を表明した者が１者しかいない場合であっても、プロポー

ザルは成立するものとする。この場合、受託候補者として問題ないと評価された場

合にのみ契約の協議を行うものとする。 

３ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

４ 参加表明及び提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とす

る。 

５ 提出された書類は、返還しない。 

６ 本プロポーザル実施要領に定めるもののほか必要な事項については、担当部局に

おいて定める。 
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別図１ 基本計画等の検討体制図（イメージ） ※体制は変更になる場合あり 

 

別図２ がまごおり「みらいキャンバス」プロジェクトに係る想定スケジュール 

時 期 内 容 

令和６年９月 基本計画策定支援業務（本業務） 開始 

令和７年７月 基本計画策定支援業務（本業務） 完了 

令和７年８月 基本計画策定に係るパブリックコメント 

令和７年９月 
基本計画 策定・公表 

管理運営計画策定業務（本業務とは別業務） 開始 

令和７年１０月 設計事業者選定に係る公募（３月までに事業者決定） 

令和８年度 設計業務 開始 

令和８年度末 管理運営計画策定業務 完了（策定・公表） 

令和９年度末 設計業務 完了 

令和１０年度以降 建設工事 開始 

※ 基本計画の検討において事業手法を確定する予定であるため、基本計画策定以降

の想定スケジュールは、事業手法の決定に伴い変更することも見込まれる。 

市長 

がまごおり「みらいキャンバス」基本計画等策定委員会（部長級） 
・幹事会（課長級） 副市⻑・教育⻑・市関連部署職員等 

がまごおり「みらいキャンバス」基本計画 
策定委員会 作業部会 
関係課職員・事務局 

本業務受託者 

共創の取組 
市⺠・利⽤者・関係団体 

アドバイザー（有識者）等 



がまごおり「みらいキャンバス」基本計画等策定支援業務 評価基準 

審査項目 評価のポイント 配点 

評価区分及び点数 

特に優れ 

ている 

優れて 

いる 
標準 

やや 

不充分 
不充分 

実績・ 

実施方針 

業務実績 

〇図書館又はホール施設のいずれかを含んだ複合機

能を有する公共施設の整備に関する業務の「業務実

績数」及び「業務概要」をもとに、本業務で必要な知

見、専門的な知識を有しているか。 

○官民連携事業調査に関する業務の「業務実績数」及

び「業務概要」をもとに、本業務で必要な知見、専門

的な知識を有しているか。 

○市民共創の推進に係る企画・運営に関する業務の

「業務実績数」及び「業務概要」をもとに、本業務で必

要な知見、専門的な知識を有しているか。 

10 10 7 5 2 0 

業務の 

統括責任者 

〇統括責任者の「業務実績数」及び「業務概要」をもと

に、本業務で必要な知見、専門的な知識を有してい

るか。 

10 10 7 5 2 0 

業務の 

実施体制 

〇業務の遂行にあたり、担当者の「人数」・「経験年数」・

「業務実績」、または効果的な人材確保など、十分な

推進体制が確保されているか。 

○業務執行体制において「建築的な視点で計画を立

案・検証できる者」、及び「情報環境基盤の構築等に

関する企画・立案ができる者」として配置された人物

が、本業務を取り組む上で必要な知見、専門的な知

識を有しているか。 

 

20 20 15 10 5 0 

別紙１ 



企画提案

内容 

企画内容 

〇導入する施設機能の「相互連携」・「融合」の促進に向

けた考え方や取組方法、さらには「学びの循環」のハ

ブ拠点として施設内外とつながり、多様な学びが多方

面に波及するような仕組みの構築に向けたアプロー

チ方法等、基本構想の施設コンセプトの実現のため

の効果的な提案がされているか。 

10 10 7 5 2 0 

〇「施設計画」及び「敷地計画」を検討する上で、的確な

アプローチ方法・取組手法、実現性のあるスキーム等

が提案されているか。 

10 10 7 5 2 0 

〇「管理運営方針」を検討する上で、施設完成後の運営

等を見据えた、的確なアプローチ方法・取組手法、実

現性の高いスキーム等が提案されているか。 

５ 5 ３ ２ １ ０ 

〇今後の本プロジェクトの推進を見据え、官民連携の

導入等も踏まえた事業手法の決定に向けた、的確か

つ実現性のある取組手法等が提案されているか。 

５ 5 ３ ２ １ ０ 

市民共創 

〇本プロジェクトを推進する上で、「市民共創」の実現に

向けて、効果的かつ独創性のある取組方法や実現性

が高いアプローチ方法等の提案がされているか。 

10 10 7 5 2 0 

追加提案 

(独創性) 

〇本業務を取り組む上で、新たな発想やより効果的な

考え方等の独創的な提案がなされているか。 

※基本構想や仕様書に示されていない内容でも可。 

５ 5 ３ ２ １ ０ 

業務管理 

〇本業務を取り組む上でのスキーム・全体工程及びそ

の進捗管理の考えについて、実現性がある提案がな

されているか。 

５ 5 ３ ２ １ ０ 

提案価格 提案された価格に基づき評価する。 10 提案価格に応じて配分 

 


